
出
願
品
種
の
属
す

る
農
林
水
産
植
物

の
種
類

出
願
品
種
の
名
称

出
願
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
又
は
居
所

品
種
登
録
出
願
の

番
号
及
び
拒
絶
年

月
日

C
h
ry
sa
n
th
e
m
u
m

x
m
o
rifo

liu
m

R
a
m
a
t.

Y
e
s
N
o
w

C
h
u
n
g
c
h
e
o
n
g
n
a
m
-d
o

2
1
,
C
h
u
n
g
n
a
m
-d
a
e
ro
,
H
o
n
g
b
u
k
-

m
y
e
o
n
,

H
o
n
g
se
o
n
g
-g
u
n
,

3
5
0
`

8
3
1
,
R
e
p
u
b
lic

o
f
K
o
re
a

第
2
5
5
0
0号

平
成
2
5年
８
月
2
7日

〃
A
P
R
IC

A
T
E
C

ジ
ャ
パ
ン
ア
グ
リ
バ
イ
オ
株
式
会
社

静
岡
県
浜
松
市
中
区
板
屋
町

1
1
0番
地

の
５

第
2
5
6
4
2号

平
成
2
5年
８
月
2
7日

〃
兵
庫
花
９
号

兵
庫
県

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
下
山
手
通
５
丁

目
1
0番
１
号

鷲
尾
弘
志

兵
庫
県
三
木
市
志
染
町
井
上
4
4
9番
地

第
2
5
7
7
0号

平
成
2
5年
８
月
2
7日

〃
B
ra
n
sp
id
e
r

S
p
ri-

n
t

有
限
会
社
ジ
ェ
ー
・
ア
ン
ド
・
エ
ッ

チ
・
ジ
ャ
パ
ン

愛
知
県
長
久
手
市
砂
子
6
0
7番
地

第
2
5
9
4
1号

平
成
2
5年
８
月
2
7日

〃
モ
ゼ
ム
ー
ン

鹿
児
島
県

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
鴨
池
新
町
1
0番
１

号

第
2
6
0
0
2号

平
成
2
5年

1
0月
８
日

D
ia
n
th
u
s

c
a
ry
o
p
h
y
llu

s
L
.

ブ
レ
エ
ー
ア
イ

B
re
ie
r
H
a
im

Ila
n

B
n
e
i
Z
io
n
6
0
9
1
0
,
Isra

e
l

第
2
5
0
8
5号

平
成
2
5年
９
月
1
7日

〃
ブ
レ
レ
ス

〃
第
2
5
0
8
9号

平
成
2
5年
９
月
1
7日

〃
ブ
レ
ー
ガ

〃
第
2
5
0
9
0号

平
成
2
5年
９
月
1
7日

〃
ブ
レ
ア
ー

〃
第
2
5
0
9
1号

平
成
2
5年
９
月
1
7日

〃
ブ
レ
ジ

〃
第
2
5
0
9
2号

平
成
2
5年
９
月
1
7日

〃
ブ
レ
イ
シ
ー

〃
第
2
5
0
9
3号

平
成
2
5年
９
月
1
7日

〃
ブ
レ
ロ
ウ

〃
第
2
5
0
9
4号

平
成
2
5年
９
月
1
7日

〃
ブ
レ
ウ
エ
ッ
ト

〃
第
2
5
0
9
6号

平
成
2
5年
９
月
1
7日

L
im

o
n
iu
m

M
ill.

T
W

6
1
9

タ
キ
イ
種
苗
株
式
会
社

京
都
府
京
都
市
下
京
区
梅
小
路
通
猪
熊

東
入
南
夷
町
1
8
0番
地

第
2
6
2
5
0号

平
成
2
5年
９
月
2
6日

S
o
la
n
u
m

m
u
ric

a
tu
m

A
ito

n
ハ
ロ
ー
イ
ブ
ニ
ン
グ
有
限
会
社
仲
田
園
芸

栃
木
県
鹿
沼
市
上
奈
良
部
町
6
7

第
2
2
8
7
5号

平
成
2
5年
８
月
2
9日

登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

名

登
録
を
受
け
た
者

が
調
査
業
務
を
行

う
区
分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調
査
業
務
を

行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

第
四
十
三

号

平
成
二
十
五

年
十
二
月
十

六
日

株
式
会
社
み
ら
い
知
的

財
産
技
術
研
究
所

東
京
都
新
宿
区
本
塩
町

八
番
地
１

代
表
取
締
役

西
澤

紘
一

八

先
行
技
術
調

査
（
ア
ミ
ュ
ー

ズ
メ
ン
ト
）

十

先
行
技
術
調

査（
自
動
制
御
）

三
十
一

先
行
技

術
調
査
（
電
子

商
取
引
）

株
式
会
社
み
ら
い
知
的
財
産
技
術

研
究
所

東
京
都
新
宿
区
本
塩
町
８
番
地
１

パ
ー
シ
モ
ン
ビ
ル
１
・
２
Ｆ

東
京
都
新
宿
区
本
塩
町
４
番
地
４

祥
平
館
ビ
ル
10
Ｆ

〃
ブ
レ
オ
ミ

〃
第
2
5
0
8
6号

平
成
2
5年
９
月
1
7日

〃
ブ
レ
ー
サ

〃
第
2
5
0
8
8号

平
成
2
5年
９
月
1
7日

平成™œ年˜™月™œ日 水曜日 第�˜  号官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
生
活

保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
医
療
機
関
医
療
担
当

規
程
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
二
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
生
活
保
護
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

第
一
条
中
「
生
活
保
護
法
」
の
下
に「（
以
下
「
法
」
と

い
う
。）」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医

薬
品
（
以
下
「
新
医
薬
品
等
」
と
い
う
。）と
そ
の
有
効
成

分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
性
を

有
す
る
医
薬
品
と
し
て
、
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

製
造
販
売
の
承
認
（
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。）が
な
さ
れ

た
も
の
（
た
だ
し
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
医
薬
品
並
び
に
新
医
薬
品
等
に
係
る
承
認
を
受

け
て
い
る
者
が
、当
該
承
認
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、

分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
で
あ
つ
て

そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又
は
有
効
成
分
以
外
の
成

分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
を

受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
を
除
く
。）（
以

下
「
後
発
医
薬
品
」
と
い
う
。）」
を
「
後
発
医
薬
品
（
法

第
三
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
後
発
医
薬
品
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）」
に
、「
患
者
に
後
発
医
薬
品
を
選
択
す
る
機

会
を
提
供
す
る
こ
と
等
患
者
が
後
発
医
薬
品
を
選
択
し
や

す
く
す
る
た
め
の
対
応
に
」
を
「
医
学
的
知
見
に
基
づ
き

後
発
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
た
場
合

に
は
、
可
能
な
限
り
患
者
に
そ
の
使
用
を
促
す
よ
う
」
に

改
め
、同
条
第
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
薬
局
の

薬
剤
師
は
、
後
発
医
薬
品
を
調
剤
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
中
「
生
活
保
護
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
三
千
百
三
十
七
号

出
願
公
表
後
に
品
種
登
録
出
願
が
拒
絶
さ
れ
た
の
で
、
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
三
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正

〇
特
許
庁
告
示
第
十
七
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

特
許
庁
長
官

羽
藤

秀
雄

š
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